
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
日
提
出

質

問

第

三

九

六

号

株
式
会
社
立
の
通
信
制
高
等
学
校
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

大

谷

啓

396



株
式
会
社
立
の
通
信
制
高
等
学
校
に
関
す
る
質
問
主
意
書

朝
日
新
聞
（
�
月
�
�
日
）
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
「
構
造
改
革
特
区
法
に
基
づ
く
株
式
会
社
立
の
通
信
制
高
校
の
�
割
が
、

同
法
の
禁
ず
る
特
区
外
で
の
教
育
活
動
を
し
て
い
る
と
し
て
、
文
部
科
学
省
は
規
制
に
乗
り
出
す
方
針
を
固
め
た
」
と
い
う
。

�

記
事
に
よ
れ
ば
、
「
構
造
改
革
特
区
法
違
反
の
教
育
活
動
」
を
文
部
科
学
省
が
把
握
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
具
体
的

に
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
把
握
し
て
い
る
か
。

�

記
事
に
よ
れ
ば
、
「
（
特
区
外
に
あ
る
）
サ
ポ
ー
ト
校
で
単
位
認
定
の
た
め
の
試
験
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
」
が
構
造
改
革

特
区
法
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
こ
れ
に
関
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

（
�
）

「
特
区
外
で
、
生
徒
に
試
験
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
」
は
構
造
改
革
特
区
法
に
違
反
す
る
か
。
構
造
改
革
特
区
法
第

�
条
及
び
別
表
で
「
学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業
」
を
特
例
措
置
の
対
象
と
し
、
第
�
�
条
で
具
体
的
な

措
置
を
定
め
て
い
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
規
定
に
違
反
す
る
の
か
。

（
�
）

記
事
に
よ
れ
ば
、
文
科
省
は
「
試
験
は
学
習
指
導
要
領
で
教
育
活
動
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
サ
ポ
ー
ト
校
で
の
試

験
実
施
は
特
区
法
違
反
に
あ
た
る
」
と
判
断
し
た
と
い
う
が
、

�

こ
れ
は
事
実
か
。
（
も
し
記
事
が
不
正
確
な
場
合
は
、
正
確
な
判
断
内
容
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
）
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�

学
習
指
導
要
領
で
「
試
験
が
教
育
活
動
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
事
実
か
。

�

株
式
会
社
立
の
通
信
制
高
校
で
、
「
教
科
の
添
削
指
導
」
に
関
し
て
は
、
生
徒
は
、
自
宅
あ
る
い
は
サ
ポ
ー
ト
校
な

ど
の
、
特
区
外
を
含
む
学
校
外
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
利
用
し
た
通
信
方
式
で
指
導
を
受
け
る
こ
と
は
認
め
ら

れ
て
い
る
。
「
試
験
」
に
つ
い
て
は
、
生
徒
が
、
自
宅
や
サ
ポ
ー
ト
校
に
お
い
て
受
験
す
る
こ
と
が
法
令
上
認
め
ら
れ

な
い
と
す
れ
ば
、
区
別
す
る
法
令
上
の
根
拠
は
何
か
。

�

構
造
改
革
特
区
法
の
適
用
を
受
け
な
い
、
学
校
法
人
立
の
通
信
制
高
校
の
場
合
、
生
徒
が
、
自
宅
や
サ
ポ
ー
ト
校
に

お
い
て
試
験
を
受
け
る
こ
と
は
法
令
上
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
。
も
し
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
株
式
会
社
立
の
通
信

制
高
校
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
法
令
上
の
根
拠
は
何
か
。

�

記
事
に
よ
れ
ば
、
「
文
科
省
は
規
制
に
乗
り
出
す
方
針
を
固
め
た
」
と
の
こ
と
だ
が
、
今
後
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
措

置
を
予
定
な
い
し
検
討
し
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。
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